
‭書式第１２号（法第２８条関係）‬

‭特定非営利活動法人アクセプト・インターナショナル‬

‭１　事業の成果‬

‭（１）海外における特定非営利活動‬

‭　令和６年度は、いわゆるテロや武力紛争の影響を受けている国や地域を対象として、平和構築事業を‬

‭展開した。加えて、様々な背景から暴力に加担せざるをえなかった若者たちの権利やエンパワーメント‬

‭に関する国際規範の制定に向けた取り組みについても、全世界の当事者の若者たちや専門家・NGOなど‬

‭と協働しながら強化した。‬

‭①ソマリアにおける取り組み‬

‭●‬ ‭首都モガディシュ及び中部ガルムドゥグ州において、ソマリア政府との協働で、暴力的過激主‬

‭義組織アル・シャバーブ（以下、アル・シャバーブ）からの投降兵・逮捕者を対象としたリハ‬

‭ビリテーション・社会復帰支援事業を実施した。具体的には、個別ケアカウンセリング、職業‬

‭訓練、インタラクティブな宗教再教育、基礎教育、社会との和解に向けた対話セッション、身‬

‭元引受人や受け入れコミュニティの調整、長期フォローアップなどのプログラムを提供した。‬

‭2025年3月末までに854名を支援した。‬

‭●‬ ‭首都モガディシュ中央刑務所において、アル・シャバーブからの投降兵・逮捕者を含む受刑者‬

‭の最低限の処遇や生活環境を整える取り組みとして、居房の外に出て日陰で話したり休んだり‬

‭することができる休憩スペースの設置、女性受刑者の居房への扇風機の設置などを行った。‬

‭2025年3月末までに1,500名（うちアル・シャバーブ関連受刑者は750名）を支援した。‬

‭●‬ ‭ソマリア南部及び中部ガルムドゥグ州にて、より多くの若者のアル・シャバーブからの投降‬

‭（脱退）を支援する投降促進オペレーションを実施した。具体的には、地域行政機関やコミュ‬

‭ニティリーダーと連携しながら、新たな投降を促すためのリーフレットを制作・配布、ホット‬

‭ラインによる相談対応を行った。2025年3月末までに525名がアル・シャバーブより投降した。‬

‭●‬ ‭ソマリア南部である南西ソマリア州バイドア及びジュバランド州キスマヨ周辺にて、地域のラ‬

‭ジオ局や政府と協働し、ラジオ放送を用いた啓蒙・啓発及びアウトリーチのための取り組みを‬

‭行った。各地域におけるアル・シャバーブによるプロパガンダやリクルート手法、組織に関与‬

‭した若者の背景や組織内の実情、社会復帰プログラムに関する情報などを発信している。これ‬

‭により、暴力的過激主義組織に所属していた人々が抱える複雑な背景への一般社会の理解を促‬

‭し、同組織の発信するプロパガンダを相対化すると同時に、現在組織にいる若者たちが投降す‬

‭るきっかけとなる情報を提供する。2024年4月から2025年3月までに、バイドアとキスマヨ周辺‬

‭で約183,119名に放送を届けた。‬

‭②イエメンにおける取り組み‬

‭●‬ ‭暴力的過激主義組織アル・フーシ派（以下、フーシ派）との紛争前線地域である南西部のタイ‬

‭ズ県タイズ市及び、マアリブ県マアリブ市にて、若者の投降兵・帰還兵を中心に、脱過激化・‬

‭社会復帰支援を実施した。タイズ市では、個別ケアカウンセリング、職業訓練、インタラク‬

‭ティブな宗教再教育、基礎教育、身元引受人や受け入れコミュニティの調整、長期フォロー‬

‭アップなどのプログラムを提供し、2025年3月末までに、フーシ派からの投降兵・逮捕者150名‬

‭を受け入れた。マアリブ市では、包括的なリハビリテーションを提供するための施設の建設、‬

‭整備を行い、衣類や衛生用品、本の配布、宗教再教育、医療支援、職業訓練などを順次実施し‬

‭た。2025年3月末までに、フーシ派からの投降兵・逮捕者700名を受け入れた。‬

‭●‬ ‭マアリブ県マアリブ市において、紛争から逃れてきた特に脆弱な国内避難民（IDPs）及び、脆‬

‭弱なホストコミュニティが必要な食料や生活物資、社会サービスにアクセスできるよう、啓発‬

‭と現金給付を行った。喫緊で必要な栄養や保健衛生分野に関する生活改善と生計向上に関する‬

‭ワークショップを複数回行い、これらを受講した世帯に対して、5ヶ月間または6ヶ月間の現金‬
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‭給付を実施した。2025年3月末までに265世帯（2,318人）を支援した。‬

‭●‬ ‭マアリブ県マアリブ市において、地域のステークホルダーと連携し、戦闘や空爆などの紛争に‬

‭よって心身に障害や負の影響を負った脆弱な若者に対して、心身のケアとエンパワーメントに‬

‭関する支援を行った。2025年3月末までに、医師による診察、心理専門家によるカウンセリン‬

‭グ、職業訓練、ライフスキル講習などを75名の若者に提供した。‬

‭③ケニアにおける取り組み‬

‭●‬ ‭首都ナイロビの準スラム地域であるカムクンジ地区・マザレ地区・エンバカシノース地区に‬

‭て、失業中など過激化リスクの高い若者に対し収入創出支援事業を実施した。本事業において‬

‭は、脆弱な若者たちが自ら収入を得ると共に、生活の中で直面する課題に対処する力をつける‬

‭ことで、過激化に対する抵抗力を養うことを目指している。具体的には、スマートフォン修理‬

‭スキルトレーニングやビジネススキル研修、金銭管理や目標設定などのライフスキルに関する‬

‭トレーニング、長期的なフォローアップなどを提供した。加えて、研修参加者以外の脆弱な若‬

‭者、現地ステークホルダーや政府関係者等も交え、若者の起業を通じた収入創出や経済的自立‬

‭の重要性などをについて議論する機会も設けた。2025年3月までに、116名の若者及び265名の地‬

‭域ステークホルダーを巻き込み支援した。‬

‭●‬ ‭ケニア国内の最高刑務所においてテロ関連受刑者のリハビリテーションおよび社会復帰支援事‬

‭業を継続的に実施した。具体的には、首都ナイロビのカミティ最高セキュリティ刑務所と南部‬

‭モンバサのシモラテワ最高セキュリティ刑務所において、居房へのトイレ設備や下水道の整‬

‭備、医薬品の提供、職業訓練資材の支給、ケアカウンセリングや職業訓練などの各種リハビリ‬

‭テーションプログラムの受刑者への提供を行ってきた。また中部のキスム刑務所においても、‬

‭新たにテロ関連受刑者のリハビリテーションを支援する刑務官の講師研修などを行ってきた。‬

‭2025年3月末までに、テロ関連受刑者180名に支援を提供した。‬

‭④インドネシアにおける取り組み‬

‭●‬ ‭多数のテロ関連受刑者が収容されている中部ジャワ州ヌサカンバンガン島内の最高セキュリ‬

‭ティ刑務所において、現地政府機関である矯正総局、刑務所当局、保護観察所、宗教指導者、‬

‭地域住民等と協働してテロ関連受刑者の脱過激化・社会復帰支援事業を実施した。具体的に‬

‭は、テロ関連受刑者に対するケアカウンセリング、幻滅対策セッション及び双方向型宗教再教‬

‭育セミナーの実施、刑務官及び保護観察官を対象としたケアカウンセリング実施にかかる能力‬

‭開発研修の実施、ヌサカンバンガン島刑務所内におけるカウンセリング施設の新設及び各種‬

‭ワークショップ会場の改修工事を監理、中部ジャワ州スラカルタにおける元テロ関連受刑者及‬

‭び地域住民間の対話セッションの実施を含む包括的プログラムを、テロ関連受刑者40名、刑務‬

‭官・保護観察官30名、元テロ関連受刑者16名、地域住民31名に提供した。‬

‭⑤コロンビアにおける取り組み‬

‭●‬ ‭コロンビアのカケタ県の社会復帰キャンプ及び周辺地域において、元FARC構成員の社会復帰・‬

‭社会統合の支援強化を目指し、若者の社会復帰を促す支援体制の整備、彼らの社会統合に向け‬

‭た地域コミュニティとの相互理解を促す活動を行った。具体的には、多目的職業訓練センター‬

‭の建設及び設備の整備、元FARC構成員の若者やその家族に対するケアカウンセリングの実施、‬

‭コロンビア政府機関職員へのキャパシティビルディング（対話スキル向上研修）、元FARC構成‬

‭員の女性及び地域住民への裁縫研修・グループカウンセリングの実施、元FARC構成員の生計向‬

‭上に向けたビジネスマネジメント研修、元FARC構成員及び地域住民の子ども・若者向けのグ‬

‭ループカウンセリング、元FARC構成員の女性グループへのリーダーシップ研修を実施した。職‬

‭業訓練・グループカウンセリングを、元FARC構成員及びその家族35名、政府機関職員40名、地‬

‭域住民57名に提供した。‬

‭⑥パレスチナにおける取り組み‬

‭●‬ ‭パレスチナのガザ地区中部において、衛生用品の配布を868世帯を対象に実施した。また北部に‬

‭て給水活動を1400世帯を対象に1ヶ月間実施している。衛生用品に関しては、女性が世帯主の世‬

‭帯、障がいをもつ家族がいる世帯などが多いキャンプを優先して行った。給水活動について‬



‭は、衛生に関する啓発活動も同時に実施している。‬

‭●‬ ‭パレスチナの中長期的な和平を目的に、パレスチナの若手リーダーたちによる対話会合を実施‬

‭した。これまで行われてきた年長者が主導する交渉とは異なり、各地域にするパレスチナ人の‬

‭若者たちによる新たな和平プロセスを築くことを目的に、複数回の会合を実施している。‬

‭⑤国際規範制定に向けた取り組み‬

‭●‬ ‭様々な背景から暴力的過激主義組織を含む非国家武装組織に加担した／している若者を含む全‬

‭ての若者の権利の尊重を世界的に提言し、国際社会全体でテロや武力紛争問題の解決に向けた‬

‭動きを加速していくために、2021年9月の設立10周年に合わせ「テロや武力紛争に関わる若者の‬

‭権利宣言」を発表した。2031年までに当該宣言事項を国際規範化することを目指し、昨年度に‬

‭引き続き2024年度も国際人権法や平和構築、紛争解決などの専門家と議論を進めると共に、オ‬

‭ンラインで当該テーマに関する国際シンポジウム/会議を計2回開催した。2024年9月には、より‬

‭国際的に啓発や議論の促進を行っていくために、テロや武力紛争に関わった当事者たちが主体‬

‭と‬‭な‬‭る‬‭新‬‭し‬‭い‬‭イ‬‭ニ‬‭シ‬‭ア‬‭チ‬‭ブ‬‭「‬‭Global‬‭Taskforce‬‭for‬‭Youth‬‭Combatants‬‭(GTY)‬‭」‬‭を‬‭立‬‭ち‬‭上‬‭げ‬‭た。‬

‭このイニシアチブのもと、紛争の当事者の若者たちや専門家と共に当該テーマにかかる啓発イ‬

‭ベントを計3回開催した。2025年3月末までに500名程度の人々に国際シンポジウム/会議/啓発イ‬

‭ベントに参加いただいた。また、2024年12月には本イニシアチブのもと、テロや武力紛争に関‬

‭わる若者を対象とした支援に関連する取り組みへの助成事業を開始した。‬

‭●‬ ‭より多くの若者たちの声や人々を巻き込み規範化に向けた協力体制を構築するために、武力紛‬

‭争が一部で続いている/紛争の影響を受け続けている主にアジアやアフリカ、中東、中南米の14‬

‭カ国において、紛争に関与した元戦闘員や現地政府、現地NGOなどへの聞き取り調査、証言収集‬

‭や関係構築を行った。2025年3月末までに、418名の元戦闘員へインタビューを実施した。‬

‭●‬ ‭紛争に関与した元戦闘員へのインタビューで集めた証言や、これまでの事業を通して培ってき‬

‭た経験を踏まえて、より多くの若者たちが自身の国や地域のコミュニティ内で平和の担い手と‬

‭なれるよう、包括的なエンパワーメントプログラムの開発に着手した。また、このプログラム‬

‭の開発に伴い様々な国の教育機関・研修機関・NGO等と提携や議論を進め、2025年3月時点まで‬

‭に15の組織と議論を行った。‬

‭（２）国内における特定非営利活動‬

‭支援を必要とするものの、言葉の壁・取り巻く環境・虐待などを理由に社会から取り残され、困窮した‬

‭状況から抜け出すことが難しい非行少年や、イスラム教徒をはじめとした在日外国人の方々に対し、彼‬

‭らの人権を保護し社会定着や地域での生活をサポートする活動を展開した。‬

‭➀更生支援‬

‭●‬ ‭少年院等の矯正施設を出た若者や、非行や犯罪に巻き込まれる恐れのある若者に対して、社会‬

‭定着を目指した生活・相談支援を実施した。少年院や刑務所・保護観察所・弁護士、社会福祉‬

‭協議会から若者を受け入れた。少年院等の矯正施設・保護観察所・保護司、協力雇用主、他支‬

‭援団体と協働しながら、就労就学や生活に関する支援を実施した。2024年度は、新しく19名の‬

‭若者と繋がり、昨年度からの継続で支援をしている若者と合わせて31名を支援した。‬

‭特に対応が困難なケースについては、保護観察所・役所・社会福祉協議会等と連携し丁寧な伴‬

‭走支援を実施している。‬

‭●‬ ‭歌舞伎町等の繁華街で、非行や犯罪に巻き込まれる恐れのある若者に対して、声かけ活動を実‬

‭施した。2024年度は、12回実施し、200名以上の若者に相談窓口の紹介を行なった。また、アウ‬

‭トリーチ活動として、保護観察所・弁護士事務所等と協働し、300枚以上の相談窓口チラシ、パ‬

‭ンフレットを配布した。連携機関や支援団体を経由せず、声かけ活動やアウトリーチで配布し‬

‭た相談リーフレット支援対象者によるの紹介等からも5名が窓口に繋がった。‬

‭●‬ ‭また、新たな取り組みに向けて東京矯正管区、職親プロジェクト、医療機関との連携を進めて‬

‭おり、より包括的な支援の仕組づくりを視野に事業を実施している。‬

‭②在日外国人支援‬



‭●‬ ‭東京都北区において、外国・イスラム教ルーツの子ども、若者のための居場所事業を実施し‬

‭た。10代の子どもと若者が自由に過ごすことができ、必要に応じて学習指導や余暇指導、イベ‬

‭ントなどを行った。また、日本で成長した子どもとの間に言葉の壁や宗教理解に関する違いが‬

‭でき、コミュニケーションに問題を抱える保護者のための個別相談対応や日本語教室等を実施‬

‭した。‬

‭●‬ ‭新たな試みとして、これまで定例で開催していたモスク代表者や関係者とのミーティングに加‬

‭え、女性のイスラム教徒、「ムスリマ」限定のミーティングを実施。モスクによっては、女性‬

‭の入場を禁じるところもあり、また、ムスリマは専業主婦として家にいる事が多いため、限ら‬

‭れたコミュニティの中で過ごしてきた。本ムスリマミーティングでは国籍も年齢も異なる初め‬

‭て会うムスリマ同士がオンラインを介し、ムスリマとして日本で暮らすことの難しさや子ども‬

‭の教育についてざっくばらんにそれぞれの体験を共有することができた。‬

‭●‬ ‭2024年8月から2025年2月まで、緊急支援として非正規滞在者や難民認定申請者に対する居住、‬

‭食料、医療、在留資格、日本語教育など包括的な支援を実施した。短期間でありながら、192名‬

‭の相談登録があり、食料支援は延べ1,000人以上に実施した。住民登録非対象者であるため、公‬

‭的支援を得られず、就労許可もないことから路上生活を余儀なくされ、精神的にも追い詰めら‬

‭れる相談者が多かった。本事業は引き続き実施する。‬

‭●‬ ‭佐賀事務所においても、昨年度に引き続き多文化共生に関わる取り組みを中心に実施した。‬

‭「ひろがるカフェ」と題し、国籍や年齢、性別などを問わず交流ができる場づくりや、異なる‬

‭背景を持つ他者の理解の促進を目指した関連イベントを行った。佐賀に在住する外国人と共‬

‭に、食を通じて外国やイスラーム文化に親しむことができるイベント、ゲームやフリートーク‬

‭を通じて交流することができるイベントなどを計7回実施し、のべ120名の市民が参加した。‬

‭（３）その他の特定非営利活動‬

‭●‬ ‭アンバサダー制度（継続寄付制度）において個人寄付者601名と法人2社の参加があり、総数が‬

‭個人1,922名、法人4社となった。‬

‭●‬ ‭国内外においてテロや武力紛争、平和構築に関する啓発及び市民社会の理解促進を目的とした‬

‭オンライン・オフラインのイベントや講演を121回実施し、3,097名に参加いただいた。特に今‬

‭年度からは海外向けのイベントを本格始動した。‬

‭●‬ ‭民間企業の社員のエンパワーメント及びコミュニケーション力向上を目的として、社会課題解‬

‭決及び対話に関する講義・ワークショップを含む研修を64名に提供した。‬

‭●‬ ‭テレビ出演7回、新聞やウェブメディア等での記事掲載10回など、メディア出演による啓発活動‬

‭を積極的に実施した。‬

‭２　事業の実施に関する事項‬

‭（１）特定非営利活動に係る事業　　　　　　　　　　　　　　（事業費の総費用【310,695】千円）‬
‭定款に記載‬
‭された‬
‭事業名‬

‭事業内容‬ ‭日時‬ ‭場所‬
‭従事者‬
‭人数‬

‭受益‬
‭対象者‬
‭範囲‬

‭受益‬
‭対象者‬
‭人数‬

‭事業費‬
‭（千円）‬

‭特に深刻な状‬

‭況にいる人々‬

‭の保護・包括‬

‭的エンパワー‬

‭メント事業‬

‭ソマリア・首都モガディ‬

‭シュ、中部ガルムドゥグ‬

‭州におけるアル・シャ‬

‭バーブからの投降兵や逮‬

‭捕者を対象とした脱過激‬

‭化・社会復帰事業‬

‭通年‬ ‭ソマリ‬

‭ア・首都‬

‭モガディ‬

‭シュ、中‬

‭部ガルム‬

‭ドゥグ州‬

‭13名‬ ‭アル・‬

‭シャバー‬

‭ブからの‬

‭投降兵や‬

‭逮捕者‬

‭854名‬ ‭63,690‬

‭特に深刻な状‬

‭況を抜け出す‬

‭ための環境づ‬

‭くり事業‬

‭ソマリア・南部、中部ガ‬

‭ルムドゥグ州におけるア‬

‭ル・シャバーブに所属す‬

‭るメンバーの投降促進事‬

‭業‬

‭通年‬ ‭ソマリ‬

‭ア・南‬

‭部、中部‬

‭ガルム‬

‭ドゥグ州‬

‭6名‬ ‭アル・‬

‭シャバー‬

‭ブからの‬

‭投降を望‬

‭む現メン‬

‭バー‬

‭525名‬



‭社会における‬

‭分断を修復す‬

‭るために必要‬

‭な啓発啓蒙、‬

‭人材育成、調‬

‭査研究、情報‬

‭収集・提供・‬

‭発信、政策等‬

‭の提言事業‬

‭ソマリア・中部ガルム‬

‭ドゥグ州におけるラジオ‬

‭放送を用いた啓発・啓蒙‬

‭及びアウトリーチ事業‬

‭4月~9月‬ ‭ソマリ‬

‭ア・南西‬

‭ソマリア‬

‭州、ジュ‬

‭バランド‬

‭州‬

‭11名‬ ‭地域社会‬

‭の一般市‬

‭民、ア‬

‭ル・シャ‬

‭バーブか‬

‭らの投降‬

‭を望む現‬

‭メンバー‬

‭183,119‬

‭名‬

‭特に深刻な状‬

‭況にいる人々‬

‭の保護・包括‬

‭的エンパワー‬

‭メント事業‬

‭イエメン・南西部タイ‬

‭ズ、西部マアリブにおけ‬

‭るフーシ派からの投降兵‬

‭や逮捕者を対象とした脱‬

‭過激化・社会復帰事業‬

‭通年‬ ‭イエメ‬

‭ン・南西‬

‭部タイ‬

‭ズ、西部‬

‭マアリブ‬

‭7名‬ ‭フーシ派‬

‭からの投‬

‭降兵や逮‬

‭捕者‬

‭800名‬ ‭44,635‬

‭特に深刻な状‬

‭況を抜け出す‬

‭ための環境づ‬

‭くり事業‬

‭イエメン・南西部タイ‬

‭ズ、西部マアリブにおけ‬

‭る緊急支援事業‬

‭通年‬ ‭イエメ‬

‭ン・南西‬

‭部タイ‬

‭ズ、西部‬

‭マアリブ‬

‭7名‬ ‭脆弱な国‬

‭内避難民‬

‭11,722名‬

‭特に深刻な状‬

‭況にいる人々‬

‭の保護・包括‬

‭的エンパワー‬

‭メント事業‬

‭ケニア・首都ナイロビに‬

‭おける収入創出支援事業‬

‭通年‬ ‭ケニア・‬

‭首都ナイ‬

‭ロビの準‬

‭スラム‬

‭地域‬

‭15名‬ ‭失業中な‬

‭ど過激化‬

‭リスクの‬

‭高い若‬

‭者、地域‬

‭ステーク‬

‭ホルダー‬

‭381名‬ ‭61,184‬

‭特に深刻な状‬

‭況を抜け出す‬

‭ための環境づ‬

‭くり事業‬

‭ケニア・首都ナイロビ、‬

‭南部モンバサにおけるア‬

‭ル・シャバーブからの逮‬

‭捕者を対象とした脱過激‬

‭化・社会復帰事業‬

‭通年‬ ‭ケニア・‬

‭首都ナイ‬

‭ロビ、南‬

‭部モンバ‬

‭サ‬

‭15名‬ ‭アル・‬

‭シャバー‬

‭ブから逮‬

‭捕者、刑‬

‭務官‬

‭180名‬

‭特に深刻な状‬

‭況にいる人々‬

‭の保護・包括‬

‭的エンパワー‬

‭メント事業‬

‭インドネシア・中部ジャ‬

‭ワ州ヌサカンバンガン島‬

‭におけるテロ関連受刑者‬

‭を対象とした脱過激化・‬

‭社会復帰事業‬

‭5月〜3月‬‭インドネ‬

‭シア・中‬

‭部ジャワ‬

‭州ヌサカ‬

‭ンバンガ‬

‭ン島‬

‭6名‬ ‭（元）テ‬

‭ロ関連受‬

‭刑者、刑‬

‭務官、保‬

‭護観察‬

‭官、地域‬

‭住民‬

‭127名‬ ‭24,338‬

‭特に深刻な状‬

‭況を抜け出す‬

‭ための環境づ‬

‭くり事業‬

‭ガザ北部における脆弱な‬

‭戦争被災者に対する衛生‬

‭環境改善・医療及び給水‬

‭支援‬

‭10月~3月‬‭パレスチ‬

‭ナ・ガザ‬

‭地区‬

‭6名‬ ‭戦争被災‬

‭者‬

‭12962名‬ ‭19,705‬

‭社会における‬

‭分断を修復す‬

‭るために必要‬

‭な啓発啓蒙、‬

‭人材育成、調‬

‭査研究、情報‬

‭収集・提供・‬

‭発信、政策等‬

‭パレスチナの若手リー‬

‭ダーが主導する新たな和‬

‭平プロセス構築事業‬

‭通年‬ ‭パレスチ‬

‭ナ‬

‭6名‬ ‭パレスチ‬

‭ナ人の若‬

‭手リー‬

‭ダー‬

‭19名‬



‭の提言事業‬

‭特に深刻な状‬

‭況にいる人々‬

‭の保護・包括‬

‭的エンパワー‬

‭メント事業‬

‭暴力的過激主義組織など‬

‭からの投降兵や逮捕者を‬

‭対象とした脱過激化・社‬

‭会復帰支援‬

‭6月〜3月‬‭コロンビ‬

‭ア‬

‭7名‬ ‭元‬ ‭FARC‬

‭構‬

‭成‬‭員‬‭の‬

‭若‬

‭者、その‬

‭家‬

‭族‬

‭132名‬ ‭22,964‬

‭社会における‬

‭分断を修復す‬

‭るために必要‬

‭な啓発啓蒙、‬

‭人材育成、調‬

‭査研究、情報‬

‭収集・提供・‬

‭発信、政策等‬

‭の提言事業‬

‭テロや武力紛争に関わる‬

‭若者の権利宣言の条約化‬

‭事業‬

‭通年‬ ‭全世界‬ ‭11名‬ ‭元戦闘‬

‭員、現地‬

‭政府、現‬

‭地/国際‬

‭NGO、日‬

‭本国内外‬

‭の一般市‬

‭民‬

‭500名以‬

‭上‬

‭18,996‬

‭特に深刻な状‬

‭況を抜け出す‬

‭ための環境づ‬

‭くり事業‬

‭繁華街でのアウトリーチ‬

‭活動‬

‭通年‬ ‭日本国内‬ ‭5名‬ ‭東京都内‬

‭を中心と‬

‭した非行‬

‭少年‬

‭200名以‬

‭上‬

‭15,940‬

‭特に深刻な状‬

‭況にいる人々‬

‭の保護・包括‬

‭的エンパワー‬

‭メント事業‬

‭非行少年の社会復帰支援‬ ‭通年‬ ‭日本国内‬ ‭8名‬ ‭東京都内‬

‭を中心と‬

‭した非行‬

‭少年、ご‬

‭家族等‬

‭412名‬

‭特に深刻な状‬

‭況にいる人々‬

‭の保護・包括‬

‭的エンパワー‬

‭メント事業‬

‭イスラム教徒を中心とし‬

‭た在日外国人への就労・‬

‭生活相談、食料支援及び‬

‭外国・イスラム教をルー‬

‭ツにもつ子どもと若者の‬

‭ための居場所事業‬

‭通年‬ ‭日本国内‬ ‭18名‬ ‭関東圏に‬

‭住み、困‬

‭難を抱え‬

‭る在日外‬

‭国人‬

‭1006名‬ ‭21,444‬

‭難民認定申請‬

‭者への緊急人‬

‭道支援事業‬

‭難民認定申請中で在留資‬

‭格要件の不足により、住‬

‭民登録ができず就労許可‬

‭がない人々への医衣食住‬

‭の包括支援‬

‭2024年8‬

‭月～2025‬

‭年2月‬

‭日本国内‬ ‭192名‬ ‭難民認定‬

‭申請中で‬

‭住民登録‬

‭ができな‬

‭い外国人‬

‭約1200名‬

‭社会における‬

‭分断を修復す‬

‭るために必要‬

‭な啓発啓蒙、‬

‭人材育成、調‬

‭査研究、情報‬

‭収集・提供・‬

‭発信、政策等‬

‭の提言事業‬

‭テロや武力紛争、平和構‬

‭築に関する啓発及び市民‬

‭社会の理解促進を目的と‬

‭したイベントや講演、民‬

‭間企業の社員のエンパ‬

‭ワーメント及びコミュニ‬

‭ケーション力向上を目的‬

‭とした研修‬

‭通年‬ ‭オンライ‬

‭ン・日本‬

‭国内・全‬

‭世界‬

‭34名‬ ‭日本国内‬

‭外の一般‬

‭市民・民‬

‭間企業‬

‭約3,161‬

‭名‬

‭17,799‬

‭社会における‬

‭分断を修復す‬

‭るために必要‬

‭な啓発啓蒙、‬

‭マスメディアやソーシャ‬

‭ルメディア等を用いたテ‬

‭ロや武力紛争の予防・解‬

‭決のための啓発活動‬

‭通年‬ ‭オンライ‬

‭ン・日本‬

‭国内‬

‭17名‬ ‭日本国内‬

‭外の一般‬

‭市民‬

‭測定不可‬



‭人材育成、調‬

‭査研究、情報‬

‭収集・提供・‬

‭発信、政策等‬

‭の提言事業‬

‭（２）その他の事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業費の総費用【　0　】千円）‬
‭定款に記載‬
‭された‬
‭事業名‬

‭事業内容‬ ‭日時‬ ‭場所‬
‭従事者‬
‭人数‬

‭事業費‬
‭（千円）‬

‭なし‬



書式第１３号（法第２８条関係）

（単位：円）

令和６／２０２４年度　活動計算書（その他事業がない場合）
特定非営利活動法人アクセプト・インターナショナル

科目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　経　常　収　益

１　受取会費 760,000

２　受取寄附金 134,631,535

３　受取助成金等 203,439,003

４　事業収益 14,714,748

５　その他の収益 801,904

経　常　収　益　計 354,347,190

【Ｂ】　経　常　費　用

１　事業費

（１）人件費 108,343,779

（２）その他経費 202,351,569

正会員受取会費 110,000

賛助会員受取会費 650,000

受取寄附金 107,450,409

ボランティア受入評価益 27,181,126

受取助成金 203,439,003

受託事業収益 11,545,779

社会における分断を修復するために必要な啓発啓蒙、人材育成、調査

研究、情報収集・提供・発信、政策等の提言事業 3,168,969

受取利息 681,808

雑収益 120,096

役員報酬 3,800,000

給料手当 69,935,800

ボランティア評価費 26,372,786

法定福利費 6,968,527

通勤費 1,266,666

業務委託費 15,093,458

諸謝金 10,532,557

印刷製本費 863,351

会議費 2,517,296

旅費交通費 21,239,486

通信運搬費 1,994,253

消耗品費 60,049,259

建築・修繕費 42,672,058

水道光熱費 3,789,289

地代家賃 9,256,874

賃借料 5,900,582

広報費 1,297,221

渉外費 26,364

保護費 17,148,861

新聞図書費 929,624

保険料 93,799

備品費 5,514,082

諸会費 718,998



















書式第１８号（法第２８条関係） 

事 業 報 告 用 

 

令和５／２０２４年度 

年間役員名簿 
（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並び

にこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿） 

 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル  

 

１ 確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。） 

✓以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係） 

✓各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係） 

 

２ 役員一覧 

 役 名 
どちらかに○ 

（フリガナ） 
 

前事業年度内の 

就任期間 
報酬を受けた期間 
（該当者のみに記入） 氏 名 

1 理事・監事 
ナガイヨウスケ 

 

2024年 4月 1日 

～ 

2025年 3月 31日 

2024年 4月 1日 

～ 

2025年 3月 31日 永井 陽右  

2 理事・監事 
サイトウユウタ  

 

2024年 4月 1日 

～ 

2025年 3月 31日 

年  月  日 

～ 

年  月  日 齋藤 悠太 

3 理事・監事 
カネマル リン 

 

2024年 4月 1日 

～ 

2025年 3月 31日 

年  月  日 

～ 

年  月  日 金丸 凛 

4 理事・監事 
イトウ マサキ  

 

2024年 4月 1日 

～ 

2024年 8月 29日 

年  月  日 

～ 

年  月  日 伊東 正樹 

5 理事・監事 
スギモトユウカ 

 
2024年 4月 1日 

～ 

2025年 3月 31日 

年  月  日 

～ 

年  月  日 杉本 優香 

6 理事・監事 
ナンジョウユウタ 

 

2024年 8月 29日 

～ 

2025年 3月 31日 

年  月  日 

～ 

年  月  日 南條 佑太 

7 理事・監事 
タカハシミヅキ 

 
2024年 8月 29日 

～ 

2025年 3月 31日 

年  月  日 

～ 

年  月  日 高橋 みづき 

8 理事・監事 
オガワタカヒロ 

 

2024年 4月 1日 

～ 

2025年 3月 31日 

年  月  日 

～ 

年  月  日 小川 隆弘 

9 理事・監事 
シマノ ミオ 

 

2024年 8月 29日 

～ 

2025年 3月 31日 

年  月  日 

～ 

年  月  日 島野 珠緒 

 



書式第４号（法第１０条・第２８条関係） 
 
  

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿） 
  

 
 特定非営利活動法人 アクセプト・インターナショナル  

     

氏   名       

１ 

 
 永井 陽右 

 
  

２ 

 
 高橋 みづき 

 
 

３ 

 
 山﨑 琢磨 

 
 

４ 

 
 吉野 京子 

 
 

５ 

 
 丸田 陽加里 

 
   

６ 

 
 向出 洋祐 

 
    

７ 

 
 桐林 千登勢 

 
   

８ 

 
 鈴木 真代 

 
         

     

９ 

 
松下 真菜 

 
  

10 

 
大畠 優菜 

 
  

11 

  
 ピリ カニャーキーソ
荘平 

 
  

12 

 
 伊藤 めぐみ 

 
  

   

設立・事業報告用 
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